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安
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三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
痴
漢
等
を
行
っ
て
処
分
さ
れ
た
外
務
省
職
員
に
対
す
る
人
事
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
痴
漢
等
を
行
っ
て
処
分
さ
れ
た
外
務
省
職
員
に
対
す
る
人
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
現
在
、
御
指
摘
の
処
分
を
受
け
た
現
職
の
職
員

は
四
名
存
在
す
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
現
在
、
御
指
摘
の
処
分
を
受
け
た
現
職
の
職
員

は
一
名
存
在
す
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
現
在
、
御
指
摘
の
処
分
を
受
け
た
現
職
の
職
員

は
二
十
五
名
存
在
す
る
。

四
及
び
六
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
現
在
、
現
職
の
外
務
省
職
員
の
う
ち
、
飲
酒
を

一



し
た
後
、
自
動
車
を
運
転
し
て
人
（
当
該
職
員
を
除
く
。
）
の
死
亡
に
係
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
者
は
二
名
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
者
は
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
か
ら
三
に
つ
い
て
ま
で
並
び
に
四
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
原
因
、
動

機
、
態
様
、
結
果
、
影
響
等
の
ほ
か
、
日
ご
ろ
の
勤
務
態
度
や
当
該
行
為
後
の
対
応
等
も
含
め
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考

慮
の
上
、
処
分
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
は
、
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
職
員
に
対
す
る
処
分
を
適
正
に
行
っ

て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二


